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環境経営レポート
2022年度



実績を生かし、現在では陸上を中心とした運送業者として活動しています。

　地球温暖化が進むなかで、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであると

認識し、自然環境を大切にしながら法規制を順守し、持続可能な社会の発展を目指し

、全社をあげて環境負荷の低減に努めます。

１．環境関連法規制や当社が同意するその他の要求事項を順守します。

２．環境目標を定めて定期的に見直しを行い、継続的改善及び汚染の予防に努めます。

３．具体的な取り組みとして次のことを推進します。

　　１）二酸化炭素排出量の削減

　　　　 ・事業所で使用する電力及び車両用燃料（軽油）の削減

　　２）廃棄物排出量の削減

・事業所排出可燃ごみの削減

　　３）節水に取り組むことによる水使用量の削減（総排水量の削減）

　　４）化学物質の削減として、洗車用洗剤の使用量の削減

　　５）グリーン商品の購入推進

　　６）職場環境向上の為の３Ｓ活動（整理・整頓・清掃）の実施

　　７）製品・サービスに係わる環境配慮として、市民ごみサービスステーションの

後清掃に努めます。

４．環境方針は社内に掲示し当社で働く又は当社のために働く全ての人に

　　方針内容を周知すると共に外部へも公表します。

制定日

株式会社　長船回漕店

　代表取締役　長舩　亘祐
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基本方針

2011年12月26日

環境経営方針

[基本理念]

　当社は兵庫県淡路島・最南端の南あわじ市に位置し、播磨灘・鳴門海峡・紀伊水道に

面しています。当地は豊かな自然環境に恵まれ、農業・漁業・酪農業が盛んで、海の幸

・山の幸ともに四季折々の食材の宝庫でもあります。

　株式会社長船回漕店は昭和２８年（1953年）に海運業として創立し、海運業の経験と

長
舩



■　事業の概要

（１）事業者及び代表者氏名
株式会社　長船回漕店
代表取締役　長舩　亘祐

（２）所在地及び事業規模 　　総従業員数：38名　　総床面積（事務所スペース）：209.1m2

・本社（本社機能） 従業員数：14名　　　床面積：52.8m2

　〒656-0501　兵庫県南あわじ市福良甲135-39
　　　（株）トクヤマ　福良サービスステーション内

　　（但し、登記簿上の本社は
　　　〒656-0502　兵庫県南あわじ市福良乙64-1）

・小松島事業所 従業員数：2名　　床面積：92.3m2

　〒773-0001　徳島県小松島市小松島町新港50
　　　（株）トクヤマ　徳島サービスステーション内

・松茂事業所 従業員数：5名　　床面積：64.0m2

　〒771-0213　徳島県板野郡松茂町豊久開拓500-3
　　　（株）トクヤマ　松茂サービスステーション内

・倉敷事業所 従業員数：8名
　〒712-8054　岡山県倉敷市潮通1-1-2

　　　　㈱　トクヤマ　水島サービスステーション内　　　

・三原事業所 従業員数：9名
　〒729-0413　広島県三原市本郷町南方10993-1

　　　　広島トクヤマ生コン㈱　三原工場内

（３）環境管理責任者氏名及び担当者氏名
環境管理責任者：田中　有里
EA21事務局　　：田中　有里

連絡先　　TEL：0799-52-0025
FAX：0799-52-1375

(４) 事業内容
・（株）トクヤマ・セメントサービスステーションの維持管理
　（セメント資材の受入、同資材の保管管理、場内設備維持管理、同セメントの運送）
･一般貨物自動車運送事業（瓦、タイル用粘土、濾過砂）
・土木資材販売（地盤改良材・セメント系固化剤、通常セメント）
・産業廃棄物（陶磁器くず、廃プラ）の収集運搬
・一般廃棄物（南あわじ市の家庭用ごみ、事業系ごみ）の収集運搬

(５) 設立年月日
昭和63年（1988年）9月1日

(６) 認証・登録の範囲
対象組織： 本社、小松島事業所、松茂事業所
対象活動： セメントサービスステーションの維持管理、一般貨物自動車運送、

土木資材販売、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業
　　　　：倉敷事業所⇒令和7年度（2025年）拡大予定
　　　　：三原事業所⇒令和7年度（2025年）拡大予定

４月１日～翌年３月３１日
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（9）事業の規模

（10）保有車両

　貨　物　輸　送　車　両

（11）組織図

　倉敷事業所
（認証外）

　三原事業所
　（認証外）

　　事　業　の　内　訳

　　１　　台

　　9　　台

　　１　　台

　　1,000万円

　　　38　名

325,109t

3,725t

4,465t

1,088t

　　2　　台

小松島事業所
（事業所＆作業

場）

　　１　　台

　　３　　台

　　１　　台

　　台　　数

　　４　　台

　　１　　台

　　　　4ｔ平ボディ車 　　１　　台

コンクリートミキサー車 12　　台

　産業廃棄物収集運搬車両 　　台　　数

トップマネジメント

　　　　　軽清掃ダンプ

　　　　　　9ｔダンプ

35,018万円

　　　本　社

環境管理責任者環境管理委員会 EA21事務局

　　１　　台

　　　12ｔウイング車 1　　台

　　　　　2ｔダンプ

　　　　　2ｔ塵芥車

南あわじ事業所
（事業所＆作業場）

　松茂事業所
（事業所＆作業
場）

　　　　15ｔダンプ

　　　　12ｔダンプ

　　　　8ｔユニック

　　　　7ｔユニック

　　　　4ｔユニック

　　　12ｔ粉粒体運搬車

　台　　数

　2022年度実績

  一般廃棄物収集運搬車両

　 　一般貨物輸送量

　産業廃棄物収集運搬量

 　一般廃棄物収集運搬量

　　　土木資材販売業

　　　資　　本　　金

　総従業員数（役員含む）

売　　上　　高



（12）許可の内容

　　　　◎事業の範囲及び許可番号

　　　　［一般貨物自動車運送事業］　　

　　　　・事業者番号：近運貨二第１５３号

　　　　［一般廃棄物収集運搬業許可］

　　　　・南あわじ市許可番号：南あ廃収運第２－１３号　

　　　　　許可の有効期限：令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで

　　　　［産業廃棄物収集運搬業許可］

　　　　事　業　計　画　の　概　要

都道府県
及び

政令都市

積
替
え
保
管
の
有
無

許可番号
許可年月日
有効年月日

汚
泥

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ
ス
く
ず

コ
ン
ク
リ
ー

ト
く
ず

及
び
陶
磁
器
く
ず

が
れ
き
類

兵庫県 無 02809021884
R2.8.6
R7.8.5 ○ ○ ○ ○

（13）一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬実績（２０２２年度）

　　　　収集運搬量
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　　がれきくず

　　金属くず

　　ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

　　紙くず

　　木くず

　　繊維くず

3,268t

-

-

-

-

455t

2t

　　　　　　　廃棄物の種類
一般廃棄物（南あわじ市家庭用ごみ・事業系ごみ）

産業廃棄物（以下内訳）

　　廃プラスチック類

　事業の範囲（取扱い廃棄物の種類）

4,465t

3,725t

-　　汚　泥



■２０２０年度～　２０２２年度の環境負荷の実績
これまで３年間の環境負荷の実績は下記である。 ※年度：4月～翌年3月

2020年度 2021年度 2022年度

kg-CO2 542,368 557,990 639,711

kg 48.3 45.3 44.1

m3 353 580 613

* 二酸化炭素の排出係数は、0.355kg-CO2/kWh（関西電力）を使用した。

■　２０２２年度の環境経営目標と実績（2022年4月～2023年3月）
1年間の環境目標と実績、評価は次のとおりである。

2021年度 　　　　2022年度 達成状況 評　　価

実績
（基準年）

目標(基準年か
ら2%の削減）

実績
目標／実績

（％）
○：100%以上
×：100%未満

kg-CO2 557,990 639,711

kWh 7,313 7,167 2,342 306.0％ ○

ℓ 211,632 207,399 243,444 85.2% ×

kg 45.3 44.4 44.1 100.7% 〇

m3 580 568.4 613 92.7% ×

ℓ 12.52 12.26 16.05 96.3% ×

回（実施回
数）

192
100%

（実績/目標）
○

回（実施回
数）

48
100％

（実績/目標）
○
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評価：電力の使用量はサービスステーションの使用量が測定できないので本社のみにしたことと
　　　本社の解体、新築中により倉庫のみの使用量なので大幅に数字が減っている。
　

二酸化炭素排出量

水使用量

（１）二酸化炭素排出
量の削減（電力・軽
油）

138回/年（1回/週×4回
／月×4事業所×12か

月）、ここ数年間、この
目標回数を固定する。

48回/年（1回/週×4回／
月×1事業所×12か

月）、ここ数年間、この
目標回数を固定する。

なお、2021年度から電力は本社のみです。

（２）電力の使用量の
　　　削減

　　　 項　　　  　目

（７）職場環境の改善
（3S活動）

（８）サービスに係る環
境配慮活動（市民ごみ回
収ステーションの後清
掃・南あわじ事業所）

項目　　　　　　　　　　　年度

（４）廃棄物（事務所
排出可燃ごみ）の削減

（６）化学物質（洗車
用洗剤）使用量の削減

（５）水使用量の削減

廃棄物
（事務所排出可燃ごみ）

（3）自動車燃料（軽油）の
　　　削減



■　環境活動への取組内容と実績
対象期間・2022年度：2022年4月～2023年3月

①
南
あ
わ
じ
事
業
所

②
小
松
島
事
業
所

③
松
茂
事
業
所

④
倉
敷
事
業
所

①事務所・照明の不要時の消灯 ○ ○ ○ ○
②事務所・パソコンの不要時の停止 ○ ○ ○ ○
③事務所・エアコン・夏場28℃の管理 ○ ○ ○ ○
④事務所・エアコン・冬場２２℃の管理 ○ ○ ○ ○
⑤現場・照明の不要時の消灯 ○ ○ ○ ○
⑥効率のよい作業の実施 ○ ○ ○ ○
⑦最新型エアコンへの切り替えの志向

①アイドリングストップ 〇 ー 〇 〇
②ふんわりスタート、ふんわりストップ 〇 ー 〇 〇
③早めののシフトアップ 〇 ー 〇 〇
④エンジンブレーキの適正使用 〇 ー 〇 〇
⑤排気ブレーキの適正使用 〇 ー 〇 〇
⑥タイヤ空気圧の適正化 〇 ー 〇 〇
⑦低燃費車への切り替えの志向

①使い捨ての物の使用を避ける。 ○ ○ 〇 〇
②詰め替えができる物を購入する。 ○ ○ 〇 ○
③コピー用紙の裏紙使用の徹底。 ○ ○ 〇 ○

①洗車時に水を流しっぱなしにしない。 〇 ー 〇 〇
②流し台使用時に水を流しっぱなしにしない。 ○ ○ 〇 ○
③節水ステッカーを掲示する。 ○ ○ 〇 ○

①洗車用洗剤を薄めて使用する。 ○ ー 〇 ○
②洗車用洗剤をつけすぎない。 ○ ー 〇 ○
③ブラシで広く洗う。 ○ ー 〇 ○

①事務用品はできるだけエコ商品を購入する。 ー ー ー ー
②詰め替え可能な商品を積極的に使用する。 ー ー ー ー
（事務用品は本社で一括購入） ー ー ー ー

①使った物は元の位置へ必ず戻す。 ○ ○ 〇 ○
②室内及び構内の整理・整頓。 ○ ○ 〇 ○
③室内及び構内の清掃。 ○ ○ 〇 ○

①ごみの取りこぼしや、取り忘れをなくす。 ○ ー ー ー
②ごみステーションの廻りも含め清掃する。 ○ ー ー ー
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１年間の環境経営目標を達成するために掲げた「環境活動計画」の内容と、その評価は下記
である。次年度も継続する。

環境目標項目

（７）サービスに係
わる環境配慮活動
（市民ごみステー
ションの後清掃）

１）電力
の削減

２）自動
車燃料
（軽油）
の削減

（１）二
酸化炭素
排出量の
削減

（３）水使用量の削
減

（５）グリーン商品
の購入推進

（６）職場環境の改
善（３S活動）

（４）化学物質使用
量の削減

＊軽油については小松島事業所よりの運搬は無しです。

長舩亘祐、中長期計画

長舩亘祐、中長期計画

（２）廃棄物（事務
所排出可燃ごみ）排
出量の削減

〇印は実施

環境活動計画の内容



■　今後の環境経営目標

今後の３年間の環境目標は次のとおりである。

基準年度

年度毎の環境経営目標
 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

〈100%〉 〈98%〉 〈96%〉 〈94%〉

kg-CO2 ○ ○ ○

kWh ○ ○ ○ 2,342 2,295 2,248 2,201

ℓ ○ ー ○ 243,444 238,575 233,706 228,837

kg ○ ○ ○ 44.10 43.21 42.33 41.45

m
3 ○ ○ ○ 613 600 598 576

ℓ ○ ー ○ 16.05 15.72 15.40 15.08

実施
回数

○ ○ ○
各事業所
48回/年

各事業所
48回/年

各事業所
48回/年

各事業所
48回/年

実施
回数

○ － － 48回/年 48回/年 48回/年 48回/年
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（８）サービスに係る環
境配慮活動（市民ごみ回
収ステーションの後清
掃）

松
茂
事
業
所

（４）廃棄物（事務所
　　排出可燃ごみ）の削
減

（６）化学物質（洗車用
　　洗剤）使用量の削減

（５）水使用量の削減

（１）二酸化炭素排出量
　の削減（電力・軽油
　　　ガソリン・灯油）

　　　環境経営目標項目

南
あ
わ
じ

事
業
所

小
松
島
事
業
所

中長期の目標
事業所での
取組○印

（７）職場環境の改善
　　（3S活動）

（２）電力の使用量
　　削減

（３）自動車燃料
（軽油）の使用量削減



■　環境関連法規制の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟の有無

　　環境関連法規制及び条例 評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

■　代表者による全体の評価と見直しの結果・指示 2023年5月31日 代表取締役　長舩　亘祐

■　次回、環境経営レポートの発行時期

　　2024年6月発行予定 8

下水道法
(南あわじ事業所、松茂事業所)

・特定事業場でない事業場からの下水で、公共下水道を妨げる
  下水を流してはならない

適用を受ける内容

・自動車による大気汚染や騒音を防止するため、自動車の登録
　の用件としての構造等の保安基準や、不正改造を禁止する

・特定自動車排出基準・環境省で、車両重量区分ごとに
「窒素酸化物排出基準」と「粒子状物質排出基準」を
　定めること

道路運送車両法

自動車NOx・PM法

・浄化槽を設置し又は構造や規模の変更をするとき、都道府県
　知事及び特定行政庁に届出なければならない

・特定家庭用機器を廃棄物として排出する事業者及び消費者は
　運搬する者に適切に引き渡し料金を払う

浄化槽法
(小松島事業所)

・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正処置
・廃棄物の再生利用と減量化/国地方公共団体への協力義務
・収集運搬の基準及びマニフェスト管理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

家電リサイクル法

消防法
・消火器の適正検査の実施
・危険物は指定数量の1/5未満にて管理

兵庫県条例（南あわじ事業所）

・事業者は、事業を行うに当たって、これに伴うばい煙、
　汚水、廃棄物等の処置その他の公害を防止し、又は自
　然環境を適正に保全する必要な措置を講ずるとともに、
　事業所の緑化、ゴミの散乱防止に必要な措置を講じる

環境関連法規制等の順守状況の評価の結果、環境法規制等の逸脱はありま

・公害防止のための規制並びに日常生活及び事業活動における
　生活環境への負荷の低減を図るための措置について必要な
　事項を定めること等により、生活環境保全対策の総合的な
  施策を推進し、もって現在及び将来の県民の健康を保護する
 と共に生活環境を保全することを目的とする

徳島県環境基本条例
（小松島事業所・松茂事業所）

[経営システムの各要素]
EA21を始めてから10年以上過ぎ、その間に事業所は２カ所も増え、2025年度拡大を予定している
が、
なかなか簡単に数字が出せないので、今後の環境負荷の取組方法を見直したい。
品質方針、品質目標、実施体制は継続します。

[取組状況の評価結果]
① 法的要求事項の順守状況
法規制およびその他の要求一覧表をもとに順守を評価した結果、違法性は発生していない
ので次年度も違法性のない取組を行う事。
② 是正及び予防処置の状況
[目標の達成度]
売上増加や地球温暖化に伴い、軽油使用量が増加して目標未達成となった。電力は本社の建て替えのた
め、大幅減となった。次年度は厳しい状況ですが目標達成できるよう取り組んでいきます。

せんでした。過去３年間にわたって苦情を含め、違反や訴訟はありませんでした。

また、関係当局よりも違反等の指摘はありませんでした。



■　ＥＡ２１・取組活動状況（写真）

　　節水への取り組み 　　洗車時に於ける洗車用洗剤の削減活動

社内所長会議（倉敷営業所にて） ＥＡ２１　活動状況掲示板

環境教育（松茂事業所） 環境教育（南あわじ事業所）


